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 情報ひろば

行方市の人口
総　数　34,928 人（－ 109）
　男　　17,405 人（－ 54）
　女　　17,523 人（－ 55）
世帯数　12,904 世帯（－ 41）

平成 31年３月１日現在
※外国人住民を含む

（　）は前月との比較
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https://www.youtube.com/
watch?v=IVAUma8WqlM

市役所　開庁時間
平日（月曜～金曜）
　午前８時 30分

～午後５時 15分　
※�休日窓口業務については、　
お問い合わせください。

行方市公式ツイッター
始めました !!

市政情報、イベント情報や緊急情報など、

行方市の情報を幅広くつぶやきます！

10 月１日から、市指定ごみ袋の価格を改定し、新旧のごみ袋を判別するためデザインも一新します。
10 月１日からは「新しいごみ袋」での回収になります。古いごみ袋での回収や新旧のごみ袋の交換は
行いません。ご家庭において、古いごみ袋の在庫管理をお願いします。

10 月１日から、市指定ごみ袋の価格を改定します

ごみ袋の種類 現行（税込） 改定後（税込）
可燃ごみ袋（大）45㍑ /10 枚 180円 250 円
可燃ごみ袋（中）30㍑ /10 枚 150円 200 円
有害ごみ袋　　　20㍑ /10 枚 100円 150 円

■問い合わせ　環境課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

■価格改定内容

　本市の一部の地域において、携帯電話事業者による新しい電波の利用開始に伴い、テレビ
映像に影響（ノイズ等の発生）が出る恐れがあります。
　地上デジタルテレビに影響が出た場合は、700MHz 利用推協会にて、回復作業を行いま
すので、コールセンターまでご連絡をお願いします。
■問い合わせ
　一般社団法人 700MHz 利用推進協会テレビ受信障害対策コールセンター
　　☎０１２０－７００－０１２
　（ＩＰ電話の場合）※有料
　　☎０５０－３７８６－０７００
　※受付時間：午前 9時～午後 10時（土・日・祝祭日を含む）

テレビ視聴に関する重要なお知らせ
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◎ 児童生徒の運動等による傷害の施術を受付ます
※ 授業時間等による時間外の施術受付も承ります

詳細は行方市ホームページのバナー広告をご覧ください。

柔道整復師・はり師・きゅう師
健康保険・労災保険・各種自由診療
交通事故傷害・疲労回復施術・往診受付

日

ひとりひとりの豊かな人生　～男女共同参画社会の実現のために～

　本市では「男女が性差にとらわれず暮らしやすい社会づくり」のために、市民一人ひとりが個性と能力を生か
しながら、あらゆる分野に参画できる男女共同参画社会の実現を目指しています。
　その実現に向けて、平成 30年度から５カ年を計画期間とした第３次行方市男女共同参画基本計画を策定し、
次の４つの基本理念と４つの基本目標を定め、各種取り組みを積極的に進めています。
　今月号から、基本計画の内容と市が取り組む男女共同参画に関するさまざまな活動をお知らせしていきます。

【第３次行方市男女共同参画基本計画】
◆４つの基本理念

◆４つの基本目標
　基本理念を踏まえて、市民の皆さんと市の基本目標として施策を進めていきます。

基本目標１

基本目標２

基本目標３

基本目標４

男女共同参画社会の実現をめざした意識づくり

すべての人が自分らしく活動できる社会づくり

すべての人が健やかで安心できる環境づくり

男女共同参画社会の実現のためのしくみづくり

基本理念

男女の個人としての尊厳を重んじ、性別
によることなく、一人ひとりが個人とし
て能力を発揮し、多様な生き方ができる
社会づくりを進めていきます。

①男女の人権の尊重

男女が社会の対等なパートナーとして、
さまざまな活動ができるよう、社会の制
度や慣行、しきたりを見直していきます。

②社会制度、慣行の見直し

③政策立案・決定等への参画
④�家庭生活、地域活動、仕事
のバランスの構築

男女が互いに協力しあい、家庭生活にお
いて家族の一員として役割を果たしなが
ら、同時に仕事や地域活動ができるよう
にしていきます。

男女が社会の対等なパートナーとして、
あらゆる政策や方針の決定などに参画で
きるようにしていきます。

【問い合わせ】企画政策課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１


